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アルケア商品に関連する保険情報をまとめました。ご参考にしてください。

令和6年厚生労働省告示第57号

弾性ストッキング

1. 病院（療養病棟を除く。）又は診療所（療養病床に係るものを除く。）に入院中の患者であっ
て肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いもの（結核病棟に入院中の患者においては手術を伴う
もの、精神病棟に入院中の患者においては治療上必要があって身体拘束が行われているものに
限る。）に対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、必要な機器又は材料を用いて計画的な
医学管理を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。

2.　肺血栓塞栓症の予防を目的として行った処置に用いた機器及び材料の費用は、所定点数に含ま
　　れるものとする。
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